
はじめに

　日本口腔衛生学会は，日本小児歯科学会と連名で「口
腔内で使用される新型無煙タバコ製品の子どもの使用対
策強化の要望」を厚生労働大臣等に送付した（2013 年
12 月）．日本学術会議による「無煙タバコ製品（スヌー
スを含む）による健康被害を阻止するための緊急提言

（健康・生活科学委員会・歯学委員会合同脱タバコ社会
の実現分科会）」1）を全面的に支持し，特に，「子どもの
使用および紙巻タバコ使用の継続に伴う公衆衛生上の脅
威」に焦点をあて関係省庁に各段の規制強化を要望し
た．
　日本では，2003 年にスウェーデン・マッチ社により
ガムタバコ・ファイアブレークの市場流通が始まり，日
本口腔衛生学会は日本口腔外科学会と共同で財務省に
認可取り消し等を要望した2）．当時，欧米では，紙巻タ
バコ販売で収益を上げている多国籍タバコ産業がマルボ
ロ・スヌース，キャメル・スヌースなど自社のブランド
名を冠した無煙タバコに相次いで投資しており，医学界
では無煙タバコを害の低減（ハームリダクション）に用
いることの是非に関しての大論争が始まっていた．こう

した，諸外国の経験から，タバコ対策は「健康影響の啓
発・知識普及および禁煙支援」から「喫煙開始の減少と
禁煙困難者の救済」へと遷移すると予測される．
　今回の要望は，ガムタバコの国内市場流通以来，世界
規模で起こったタバコ市場の変化に関連する先端研究の
知見に基づいている．禁煙推進委員会では「日本で発売
された口腔内使用無煙タバコ（スヌース）に関連する資
料」として，口腔衛生会誌でＱ＆Ａ形式の情報提供を先
に行い3），ホームページでも公開している．この資料に
関連する諸外国の研究および日本の無煙タバコ対策の現
状について報告する．

無煙タバコと口腔がん

　無煙タバコが大規模に流通しているのは，米国，北欧
諸国，南アフリカおよび南アジア諸国等である．WHO
の国際がん研究機関（IARC）は，1987 年に無煙タバコ
のヒトに対する発がん性は十分な根拠があるとした4）．
さらに，2007 年の IARC モノグラフでも最新の検証
結果を報告している5）．米国立がん研究所（NCI）も，
1992 年に無煙タバコの有害性を「喫煙とタバコ対策」
モノグラフシリーズの第 2 巻で検証した6）．米国や南ア
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ジアの疫学研究においても無煙タバコ使用が口腔がんの
リスクを有意に上昇させることが示された7）．無煙タバ
コ中の発がん物質が口腔がんを発症させることは明らか
である．
　多くの日本人歯科医師が，無煙タバコが蔓延してい
る南アジア諸国に赴き，現地との医療援助協力を通じ
て，無煙タバコ使用による口腔への健康被害を目の当
たりにしてきた．南アジアで使用される無煙タバコの発
がん性はきわめて高く，疫学データもその結果を裏付け
ている5,6）．英国では，2012 年に英国立臨床評価研究所

（NICE）が南アジア系住民の疫学調査結果を踏まえて無
煙タバコ撲滅のためのガイダンスを発表した8）．無煙タ
バコの規制を強化すること，健康影響への認識を高める
ための啓発，そして，無煙タバコ使用中止を支援する専
門家のトレーニングの普及を効果的な対策として推奨し
ている．

子どもと無煙タバコ

　米国では，野球やアメリカンフットボール選手による
無煙タバコ使用が広告塔となり，発がん性の高い無煙タ
バコが青少年の間でまたたく間に流行し，健康被害が拡
大した．歯科医師は無煙タバコ使用による口腔の健康被
害に早くから気づき，キャンプ場に出向いてプロ選手に
無煙タバコ使用中止の助言をするなど公衆衛生活動を始
めた．
　2003 年の第 108 回連邦議会では，無煙タバコ製品へ
の「より安全なタバコ」表示に関する公聴会が開催さ
れ9），歯科医師が証言するとともに子どものタバコ使用
を危惧する民間団体が声明文を提出した．米国の歯科医
師は口腔での無煙タバコ使用による健康障害に早くから
気づき，歯科医師会や歯学系学会は無煙タバコ対策を継
続的に実施した．これらの情報は日本にもたらされてき
た．

無煙タバコ・スヌースの分類

　無煙タバコ・スヌースの商品説明書には「口に含み，
ほおと歯茎の間に挟んで使用してください」と記載さ
れ，口腔前庭にタバコを留置して使用することを図示し
ている．この製品は，日本では「かぎ」用に供する「か
ぎタバコ」に区分されている．欧州では，かぎタバコと
嚙みタバコとは別の「Tobacco for oral use」の区分に
入れて，オーストラリアおよびニュージーランド等と同
様に市場流通が禁止されている10）．
　米国ではタバコの葉を唾液に溶ける程度に磨り潰し，
キャンディー，フィルム，スティックの形・装いで使

用に供するタバコ製品がすでに流通している．したがっ
て，これらのタバコは口腔用として区別し，認可の再検
討をするか未成年者が関心を示さないように規制を格段
に強化すべきである．

容器と包装等について

　この製品が試験発売された際，使用法をマンガで解説
していた．新しいタイプのタバコ製品であることから，
若年者に使用法をわかりやすく伝えるために，マンガを
使用したと思われるが，同時に，未成年者の好奇心も煽
ると考えられる．
　無煙タバコは口腔前庭に留置して使用することから，
使用していること自体が判別しにくい．そして，使用し
ていることを特定することはきわめて困難であることか
ら，子どもや未成年者のタバコ使用の防止や使用の発見
へのより強固な対策を講じる必要がある．
　無煙タバコ・スヌースを口腔内で使用するために，タ
バコの葉は，ティーバックのような袋状のサチェット

（ポーション）に入っている．大きさは子ども用の歯ブ
ラシの毛束ほどで，子どもの口に容易に入る程きわめて
小さいため，幼児の誤嚥飲の危険性が高まると想定され
る．
　サチェットを収納する容器は市販のミント製品と酷似
している．そして，容器の表面には注意を喚起する明瞭
な表現がなく，蓋が開け放しになると子どもや非喫煙者
が誤使用する恐れがある．したがって，食品との誤認や
誤使用への具体的な配慮が必要である．

有害性の認識について

　欧州の口腔使用無煙タバコの市場流通禁止措置をめぐ
り，喫煙タバコより害が少ないことに着目したハームリ
ダクションに関する議論が繰り返された．欧州政府の諮
問委員会は「無煙タバコが流行した国のタバコ使用例か
ら，流行していない他国に無煙タバコを導入した場合に
どうなるか推定できない」と答申し11），禁止措置は継続
されている10）．
　WHO は 2006 年の世界禁煙デーのスローガン「たば
こ：どんな形や装いでも命取り」の下に「たばこのより
効果的な規制を実施し，地球規模での健康を改善するた
めに，多種多様なたばこ製品，その形状や見せかけにつ
いての知識をもって，人々や組織を支援することがとて
も重要です（日本語訳12））．」としている．無煙タバコ・
スヌースはスウェーデン製品のブランド名を用いている
が，スウェーデンで流通してるスヌース使用者の口腔癌
のリスクは比較的小さい7,13）．しかし，日本で販売され
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ているスヌースはスウェーデン・スヌースと同じとは限
らないため，健康障害の発生程度は予測できず，また，
発がん性の高い南アジアや米国の無煙タバコが新しい
形・装いで，将来，日本でも蔓延する可能性も否定でき
ない．
　無煙タバコが蔓延している米国では，無煙タバコと喫
煙タバコの二重の使用により喫煙が継続した14–16）．多国
籍喫煙タバコ会社の内部資料や投資情報文書を普遍性の
高い手法で分析した結果，無煙タバコへの投資の目的
は，無煙タバコ販売の増大というよりは，むしろ，より
高い収益がある喫煙タバコの販売維持だった17）．日本で
販売された無煙タバコ・スヌースは，「ゼロスタイル」
のブランド名を使用しており，発がん物質を含み，しか
も，ニコチン蒸気が発生するのに燃焼に伴う煙がないこ
とから「安全である」との誤解を生みやすい．そして，
禁煙の動機が低下し，喫煙タバコとの二重使用によりニ
コチン依存が継続し健康被害がかえって増大するおそれ
がある．
　喫煙と口腔がん，白板症，口腔インプラント治療効果
の低下および母親の喫煙と児の口唇・口蓋裂，喫煙曝露
とう蝕18），喫煙と歯周病および歯周治療効果の低下19），
喫煙と歯の喪失に伴う口腔機能の低下20）との関係は明
らかであり，また，歯肉メラニン色素沈着等のさまざま
な症状との関連21）など喫煙による口腔の健康と歯科治
療効果への影響は多様でかつ甚大である．したがって，
無煙タバコの規制が不十分な場合には，無煙タバコの健
康影響に加えて，喫煙継続に伴う歯周病や口腔がん等の
口腔の健康被害等の増大も懸念される．
　これらのことから，歯学系学会として，国民の口腔の

健康を守る立場から，口腔前庭部の粘膜に長時間直接的
に接触して使用する新しい形・装いのタバコについて，
日本学術会議の提言のすみやかな履行および表 1 に示す
事項についてタバコ対策の格段の強化を要請した．

政府の対応

　2014 年 5 月に開催された財務省財政制度等審議会第
27 回たばこ事業等分科会の「たばこ・塩を巡る最近の
諸情勢」の資料の中に，無煙タバコ（スヌース）につい
ての学術会議の提言に対する政府の対応が掲載された．
この報告では，無煙タバコの説明に続いて，日本学術会
議の提言と政府の対応が記された．厚生労働省は，8～
10 月にかけて，健康影響と青少年等の喫煙誘導の危険
の注意喚起等の措置を実施し，財務省は，容器の表示の
強化と未成年者の入手（警察庁と連名）に関する業者要
請の措置を 10 月から 11 月に実施した22）．
　分科会議事要旨の議事経過には，委員からの主な意見
が 5 件掲載されている．このうち，2 件は「無煙たばこ
のなかに，健康への影響について誤解を招くような名称
のものがあることを懸念する．」「煙が出ないからという
ことで禁煙希望者が喫煙を再開するようなことが起こら
ないか懸念する．」と無煙タバコ・スヌース「ゼロスタ
イル」に直接関連するものであり，さらに，「米国での
電子たばこの売り上げが急速に伸びている背景について
調べるべき．」の意見は間接的に関連するものだった．

おわりに

　無煙タバコの販売に際して，日本顎顔面インプラント
学会が「無煙タバコ製品（スヌースを含む）に関する要
望書」を発しており，発出に際して，9 月に日本口腔衛
生学会等に連名への協力の依頼があった．この要望の趣
旨は無煙タバコ使用による口腔がんなどのタバコ被害の
蔓延を危惧し，無煙タバコの発売に警告を発したもので
ある．
　禁煙宣言を発した本学会の立場を明確にし，子どもの
使用に関して意見を表明した今回の要望書は，今後のタ
バコ対策への姿勢を明確にした点で重要である．一方，
学会員の無煙タバコに関する意識の醸成ならびに知識の
充実と無煙タバコ使用者への対応のスキル獲得も急務で
ある．さらに，新しく医療従事者となる歯学生および歯
科衛生学生への無煙タバコに関する教育の実態把握と必
要に応じて推奨することも必要と思われる．
　最近，諸外国では，ニコチン蒸気を吸引するためのさ
まざまな種類の電子タバコが販売され，消費が急速に増
大している．日本では，一定量まで電子タバコの個人輸

口腔衛生会誌　J Dent Hlth 64(5), 2014

422

表 1　 口腔内で使用される新型無煙タバコ製品の子どもの使用
対策強化の要望事項

1．容器に子どもが使用できない特別の措置を講ずる．
2．無煙タバコの分類に「口腔用タバコ」を新設し認可を

再検討する．
3．健康影響，成分表示，包装等全国での流通に関して関

係省庁にて協議する．
4．安全であるという誤解を生じさせないようにする．
5．発がん性等の健康影響があることを容器にも明示する．
6．禁煙補助に効果的であると誤解して使用しないように

する．
7．無煙タバコ使用に関する健康専門家への研修を開催援

助する．
8．無煙タバコによる口腔の健康被害に関する調査研究を

継続して行う．



入が認められており，こうした電子タバコの販売と規制
への関心が高まっている．2014 年 6 月には参議院で電
子タバコに関する質問主意書が提出され，政府の答弁書
では「厚生労働省において，いわゆる電子たばこの健康
影響及び未成年者に与える影響について有識者による調
査及び検証を行うとともに，関係省庁で連携して今後
の規制の在り方について検討してまいりたい」とされ
た23）．
　電子タバコの種類は多数あり発売されて間もないた
め，全体的な健康影響は判明していない．電子タバコの
ニコチンを含む蒸気が最初に触れる身体器官は口腔であ
ることに間違いはない．電子タバコと同様にタバコの煙
が最初に曝露される口腔の健康への影響は多様で甚大で
ある．したがって，口腔の健康に責任のある歯学系学会
の電子タバコ使用への関心をこれまで以上に高める必要
がある．
　英国歯科医師会雑誌 7 月 25 日号に，患者が電子タバ
コについて尋ねたときの対応記事が掲載された24）．世界
のタバコ対策は時々刻々と動いているが，日本の健康専
門家への情報はきわめて少ない．まず，基本となるの
は，無煙タバコ使用の健康影響の知識とタバコ対策への
経験である．
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